
                                    資料１３  
平成 27年度第１回審議会で出された質問に対する回答について 

 

質問１ 
「東町側留保地の災害対処拠点は、南海トラフ巨大地震が発生した場合でも、すべ

ての派遣部隊等を集結させる拠点となるのか。」 （大賀志委員より）  
答え 
「南海トラフ地震発生時は、首都圏に部隊を集結させる計画はありません。」 

（防衛省より） 

 

 

質問２ 

「首都直下地震の場合、入間基地のみが災害対処拠点となるのか、いくつかの候補

地があったり、これから建設しようとしたりしているのか。」 （久原委員より）  
答え 
「首都直下地震の場合、入間基地のみが対応するわけではありません。」 

（防衛省より） 


